
 

 

鳥栖地区広域市町村圏組合 自立支援訪問型サービス従事者養成研修事業業務に係る 

公募型プロポーザル実施要領 

 

 

１．業務等概要  

⑴ 目   的  平成２９年４月から開始となった介護予防・日常生活支援総合事業にお 

いて実施している訪問型サービスのうち、自立支援訪問型サービスを提 

供する人材を養成するための本組合の基準による研修を実施し、自立支 

援訪問型サービス従事者の養成を行う。 

 

⑵ 業 務 名  自立支援訪問型サービス従事者養成研修事業業務 

 

⑶ 業務等内容 

仕様書のとおり。ただし、契約時における仕様書は、優先交渉権者として特定された事

業者の企画提案内容に応じて、仕様を変更することがある。 

⑷ 履行予定期間 

  契約締結日の翌日から令和９年２月２６日まで  

⑸ 提案上限額 

    １，６１７，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

 

２．担当部署（提出・問合せ先）  

   〒８４１－００３７ 

鳥栖市本町３丁目１４９４番地１ 

鳥栖地区広域市町村圏組合 介護保険課 給付係 担当 片山、篠 

電話番号:0942-81-3317 

F A X番号:0942-81-3316 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ:kyufukakari@ktarn.jp 

 

３．参加資格  

プロポーザルに参加できるものは、次の各号に掲げる資格を有する者に限る。 

⑴ 公告日において鳥栖地区広域市町村圏組合の構成市町である鳥栖市において入札参加資 

格参加者名簿に登録されていること。 

⑵ 参加申込書及び企画提案書の提出日において、鳥栖地区広域市町村圏組合の構成市町（鳥 

栖市、基山町、上峰町、みやき町）において入札参加資格停止（指名停止）を受けていな 

いこと。 

⑶ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項 に該当するもので 

ないこと。 

 



⑷ 会社更生法(平成１４年法律第１５４号)に基づく更生手続き開始の申し立てがなされて 

いないこと。 

⑸ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続き開始の申し立てがなさ 

れていないこと。 

⑹ 国税、都道府県税及び市町村民税に滞納がないこと。 

 

４．参加申込書、提案書の作成及び提出等  

⑴ 提出書類・必要部数  

① 参加申込書兼誓約書（様式第１号） 

② 企画提案内容の説明動画を格納した動画ファイル（ＭＰＥＧ４もしくはＷＭＶの２種類） 

を格納したＤＶＤ－Ｒ（説明動画は２０分程度とする） 

   ③ 提案書（様式第２号） 

   ④ 見積書（任意様式）※見積書は提案書と１つに綴じて提出すること。 

※①原本１部、②ＤＶＤ－Ｒ１枚、③～④正本１部、副本４部 

・副本については、提案者名が分からないようにマスキング処理等を実施すること。  

⑵ 作成方法  

   提案書及び見積書（以下「提案書類」という。）の用紙サイズはＡ４判とし、仕様書及び

審査項目に基づき、文章及び図形等により専門的知識を要しないわかりやすい表現で簡潔

かつ明瞭に記載すること。 

⑶ 提出期限等  

① 提出期限：令和８年５月１５日（金）１７時００分まで（必着）  

② 提出場所：「２．担当部署」に同じ 

③ 提出方法：持参又は郵送  

・郵送の場合は、受け取り日時及び配達されたことが証明できる方法で行うこと。  

 

５．提案書に関する質問 

    ・提案書等について質問がある場合は、電子メールにて質問書（様式３）を期限までに提

出すること。 

   ⑴ 提出期限：令和８年４月２７日（月）１７時００分まで 

   ⑵ 提 出 先：「２．担当部署」に同じ 

⑶ 回答方法：提出された質問に対する回答は、令和８年５月８日（金）１７時００分まで 

に本組合ホームページに掲載する。 

６．審査方法  

  審査は、プロポーザル選定委員会（以下「委員会」という。）において、提出された提案書類及

びＤＶＤ－Ｒを次頁「７.審査項目及び配点①～⑨」で示す審査基準に基づいてプレゼンテーシ

ョンによる審査を行い、最も優れている提案を特定する。 

実施日：令和８年５月２０日（水）予定  

 

 

 



７．審査項目及び配点 

⑴ 本プロポーザルは主に以下の審査基準に基づき審査する。  

 評価項目 評価の視点 配点 

① 事業実施の体制等 責任者及び担当者が適切に配置され、事業実施の確

実性が確保されているか。 

１０ 

② 研修担当者の資格、経験 担当者は、本事業実施に十分な知識・経験などを有

しているか。 

１０ 

③ 類似・関連事業実績 法人として、本事業を確実に実施するための実績が

蓄積されているか。 

１０ 

④ スケジュールの内容 研修の実施時期は計画的か。 １０ 

⑤ 研修に関する方針等 研修に関する方針等・考え方・研修の内容は適切か。 １５ 

⑥ 実施カリキュラムの内容・

実施回数 

実施回数・募集人数は仕様書の条件を満たしている

か。研修の内容は適切か。 

１５ 

⑦ 講師予定者の内容 講師予定者の経歴は適切か、起用の確実性はあるか。 １０ 

⑧ 募集方法 募集人数が確保できるような工夫が十分になされて

いるか。 

１０ 

⑨ 見積金額 
見積金額の積算については適切に設計されている

か。 

１０ 

合    計 １００ 

  ⑵ 選定結果については以下のとおりとする。 

① 審議の結果、評価点の合計が最も高い者を優先交渉権者とし、地方自治法施行令第１６ 

７条の２第１項第２号に定める随意契約の手続きを行うものとする。なお、その際には、 

選定された者は改めて見積書を提出するものとする。 

   ② 評価点の合計点が満点の６割に満たない場合は、優先交渉権者として特定しない。 

   ③ 評価点の合計が最も高い者が複数の場合は、見積金額が低い者を優先交渉権者とする。 

また、見積金額が同じ場合は、くじ引きにより選定する。 

   ④ 選定結果は、プロポーザル提案書提出者すべてに通知し、当組合ホームページに優先交 

渉権者の名称及び点数、次点交渉権者の名称を公表する。 

 

８．失格事項  

本プロポーザルの提案者又は提出された提案書類が、次のいずれかに該当する場合は、その提

案を失格とする。  

⑴ 提案書類の提出方法、提出先、提出期限に適合しないもの  

⑵ 提案書類の作成形式及び記載上の留意事項に示された要件に適合しないもの  

⑶ 提案書類の提出期限後に参考見積書内の金額に訂正を行ったもの   

⑷ 虚偽の申請を行い、提案資格を得たもの  

⑸ 参考見積書の金額が、提案上限額を超過したもの  

 

 

 



９．審査結果の公表 

次に掲げる事項を本組合のホームページ等に公表するものとする。 

 ⑴ 業務等の名称 

 ⑵ 主管課名及び履行期間 

 ⑶ 優先交渉権者の名称及び点数 

 ⑷ 次点交渉権者の有無及び名称 

 ⑸ 委員会の構成人数 

 

１０．契約  

優先交渉権者特定後、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定による随意契約に

係る協議を行い、協議が整い次第、速やかに手続きを行うものとする。なお、その際には、優先

交渉権者に特定された者はあらためて見積書を提出するものとする。  

 

 

１１．その他留意事項  

⑴ 提案書類の提出期限以降における提案書類の差し替え及び再提出は認めない。  

⑵ 提案書類に虚偽の記載をした場合は、その提案書類を無効とする。 

⑶ 提出された提案書類は返却しない。また、提出者に無断で提出書類を使用しない。 

⑷ 提案書類の作成、提出及びその説明に係る費用は、提出者の負担とする。  

⑸ 配置予定の管理技術者及び担当技術者は、原則として 変更できないものとする。 

なお、やむを得ない理由により変更する場合には、本組合と協議のうえ決定するものとす 

る。  

 

１２．スケジュール 

 項     目 日    程 

公募開始 令和８年４月１６日（木） 

質問受付締切 令和８年４月２７日（月） １７時 

質問回答期限 令和８年５月 ８日（金） １７時 

参加申込書及び提案書等受付締切 令和８年５月１５日（金） １７時 

プレゼンテーション審査 令和８年５月２０日（水）【予定】 

プレゼンテーション審査結果通知 令和８年５月２７日（水）【予定】 

契約締結 令和８年６月 ４日（木）【予定】 

 

 

 


